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図書館だより 市内図書館の開館時間 10:00 ～ 18:00　※古市 [～17:30]、中央 [ 平日のみ ～ 20:00]
全館休館：毎月最終㈬ ※㈷の場合は翌日、12 月を除く
ブックステーションはびきのコロセアム　☎ 072-937-7210  開館㈫㈭㈯ 13:30～16:30

『Doki ☆土器　発掘調査』
～羽曳野市文化財世界遺産室・羽曳野市立中央図書館共同企画講演会 第３弾～
■■とと■ ■ きききき 5 月 10 日㈰ 14:00 ～ 16:00 頃（13:30 開場）
■■場場■■所所   ききＬＩＣはびきの 3 階 視聴覚室　　　　
■■定定■■員員   きき50 人程度　　■■対対■■象象   きき小学生高学年以上　
■■申申■■込込  4月10日㈮から（詳細は広報4月号またはウェブサイト参照）

春休み！おはなし大会 ～グリムの昔話を楽しもう～ 
■■とと■ ■ きききき 3 月 28 日㈯ 
① 13:30 ～「おおかみと七ひきの子やぎ」ほか（小さい子向き）
② 14:00 ～「七わのからす」ほか（小学校低・中学年向き）
③ 14:40 ～「がちょう番の娘」ほか（小学校高学年～大人向き）
■■場場■■所所   きき中央図書館 多目的室　＜語り手＞おはなしの森の皆さん

リユース本ゆずります『PASS THE BOOK FES２』
■■とと■■きき  4 月 5 日㈰　 ■■場場■■所所  陵南の森総合センター ２階研修室１・２・３

子どもと
保護者の部

10:30 ～ 12:00  ■■対対■■象象   きき未就学児と保護者
11:00 ～ 12:00  ■■対対■■象象   きき小学生～高校生

みんなの部 13:00 ～ 14:30（入場 14:20 まで）
残り福の部 14:30 ～ 15:00（入場 14:50 まで）

● 3 月 1 日㈰～ 4 月 5 日㈰の期間、陵南の森図書館で
　資料を３点以上借りると交換券をお渡しします。
　交換券１枚で本などの資料を２点持ち帰りいただけます。
●家庭に不要な子ども向けの本がある方、お近くの図書館まで
　お持ちください。イベントなどで活用させていただきます。

＜休館日＞ 3 月 25 日㈬ 市内図書館は全館休館

市内図書館 おはなし会 特集テーマ

中　  央　☎ 072-950-5501　㈪休館
  7 日㈯　21 日㈯ 11:00 ～ 一般・書評に載った本／ 児童・はるのあしおと

特集１・あかちゃんと楽しむ絵本のリスト
特集２・生誕百年・かこさとしの本

  8 日㈰　22 日㈰　 14:00 ～
21 日㈯ 15:00 ～

陵南の森　☎ 072-952-2750　㈮休館
  1 日㈰　8 日㈰　28 日㈯ 11:00 ～

一般・災害に備える
児童・『たくさんのふしぎ』特集

21 日㈯　 15:00 ～
15 日㈰　小さい子向け 11:00 ～
15 日㈰　少し長いお話を聞ける子向け 11:30 ～

東  　部　☎ 072-950-2002　㈮休館 11 日㈬ 10:30 ～ 四季折々
古  　市　☎ 072-958-0050　㈪㈫休館 ー 一般・セカンドライフ／ 児童・こどものとも・かがくのとも
羽曳が丘　☎ 072-958-8653
　　　　　　 072-957-5553　㈮休館 14 日㈯　28 ㈯ 11:00 ～ 友だちの本

丹  　比　☎ 072-937-2355　㈮休館 28 日㈯ 10:30 ～ ＰＯＰで紹介・司書のおすすめ本
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踏
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と
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けなければならないので
はないでしょうか。
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